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観察への問

科学的問：正しい観察の方法（狭い意味での技
法）

科学論的問：観察するとき科学者は何をしてい
るのか、そもそも観察とは何か？ 観察者は観
察対象とどのような関係をとりむすぶのか？
（広い意味での技法）
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観察とは、主体的だと信じる観察者と客体的である
と信じられている観察対象のあいだに生じるできご
との一つ。

観察主体の意図や意思、観察を媒介する機器や道具、
観察対象によって、観察のあり方は変わっていく。

cf. The Virtual Human Embryo

https://www.ehd.org/virtual-human-embryo/

観察の社会化、公有化
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観察主体と観察対象の相互作用

観察主体が観察手段のための新たな方法を獲得
することによって、観察対象の意味が変わる。
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ヒト胚の呼称

ヒト胚、ヒト受精卵、胎児

fertilized egg, embryo, fetus

Carnegie Horizon(Stage) 23段階
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ヒト受精卵（胎児）観察

ヒト受精卵は特殊な観察対象

→特殊な観察対象と捉えられるようになった歴
史を考えることができる。

特殊性とは：

moral subjectと見なされる可能性

14daysを超えて研究（観察）してはならない。
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ヒト胚研究の倫理の始まり

Mary Warnock(1985), A 
question of life : the 
Warnock report on human 
fertilisation and 
embryology, Basil Blackwell, 
1985. の翻訳

cf. R. G. Edwards

, “Fertilization of Human 
Eggs in Vitro: Morals, 
Ethics and the Law”, The 
Quarterly Review of Biology, 
49(1), 3-26,1974.
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「体外受精に由来する生きた人間の胚は、凍結さ
れている、いないにかかわらず、子宮に移植しない
場合には受精後十四日間を超えて生かしておいては
ならず、また受精後十四日間を超えた人間の胚を研
究に使用してはならない。この十四日間という期間
には、胚が凍結されていた期間は含まれない。さら
に、体外受精に由来する生きた胚を、この期限を超
えて研究対象として取り扱い、または使用すること
は犯罪とするよう勧告する。また、研究に使用した
胚は、いかなる場合であっても子宮に移植されるこ
とのないよう勧告する。」（邦訳 142頁 下線は
引用者による）
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14日ルール（byワーノック報告）

（i） 14 日を超えて生かしておいてはならない。

（ii） 14 日を超えて研究に用いてはならない。

（iii）（ii）に反することは犯罪とすべきである。

その後、主に(ii)の意味で用いられている。

林真理「14日ルールの再検討 : なぜヒト胚は、受
精後体外で14日を過ぎて生きていてはいけないの
か」（『工学院大学研究論叢』 55(2) 1-12, 
2018）
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日本産科婦人科学会の「会告」

ヒト胚・配偶子の研究倫理に関する会告

「受精卵は2週間以内に限って，これを研究に用
いることができる。」（「ヒト精子・卵子・受
精卵を取り扱う研究に関する見解」（日本産科
婦人科学会 1985年３月））
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「会告」の2002年における改訂

1．研究の許容範囲

精子・卵子・受精卵は生殖医学発展のための基
礎的研究ならびに不妊症の診断治療の進歩に貢
献する目的のための研究に限って取り扱うこと
ができる。

なお、受精卵はヒト胚性幹細胞（ES細胞）の樹
立のためにも使用できる。

下線部が加わった。
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ヒト胚は「人の生命の萌芽」

科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会
「クローン技術による人個体の産生等に関する
基本的考え方」（平成11年11月)

「人クローン胚は、人個体の産生につながる可
能性があるものであることから、ヒト胚と同様
に人の生命の萌芽としての意味を持つものであ
り、その取り扱いは可能な限り慎重に行われる
べきである。」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku
/rinri/cl912271.htm
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ヒト胚は「人の生命の萌芽」

科学技術会議生命倫理委員会「ヒト胚性幹細胞
を中心としたヒト胚研究について」（平成12年3
月）

「ヒト胚の研究利用は、多くの医科学上の可能
性に道を開くものである一方、人の生命の萌芽
を操作するという点で人の尊厳に抵触しかねな
いとの危惧もある。」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku
/rinri/ki00306.htm
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ヒト胚は「人の生命の萌芽」

「ヒト受精胚を「人」と同等に扱うべきではな
いとしても、「人」へと成長し得る「人の生命
の萌芽」として位置付け、通常のヒトの組織、
細胞とは異なり、特に尊重されるべき存在とし
て位置付けざるを得ない」

（「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
（総合科学技術会議 平成16 年７月23 日））
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例外としてのヒト胚研究
ヒト胚作成は原則からの逸脱

（３）ヒト受精胚の取扱いの基本原則

ア 「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重の原則

既に述べたとおり、「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」であるヒト受精
胚は、「人の尊厳」という社会の基本的価値を維持するために、特に尊重しなけ
ればならない。

したがって、ヒト胚研究小委員会の報告に示されたとおり、「研究材料として
使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とするととも
に、その目的如何にかかわらず、ヒト受精胚を損なう取扱いが認められないこと
を原則とする。

イ ヒト受精胚尊重の原則の例外

しかし、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請も、基本的人権に基づくもの
である。このため、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト
受精胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえ、ヒト受精胚
を損なう取扱いであるとしても、例外的に認めざるを得ないと考えられる。

「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」（総合科学技術会議 平成16 年７月23 
日））
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ヒト胚は、初めから生命の萌芽だっ
たのか。

いつから「生命の萌芽」と見なされ
るようになったのか？
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“From the moment of conception, the life of 
every human being is to be respected in an 
absolute way because man is the only creature 
on earth that God has ”wished for himself 
“  and the spiritual soul of each man 
is ”immediately created“ by God;”
（INSTRUCTION ON RESPECT FOR HUMAN LIFE IN ITS 
ORIGIN AND ON THE DIGNITY OF PROCREATION, 
REPLIES TO CERTAIN QUESTIONS OF THE DAY)

https://www.vatican.va/roman_curia/congregatio
ns/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222
_respect-for-human-life_en.html
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初期のヒト胚研究史研究

Hamilton,W.J.(1949), Early stages of human 
development, Ann R Coll Surg Engl. 4(5), pp. 
281-94.

Yoshinaga, K.(2018), A historical review of 
blastocyst implantation research, Biology of 
Reproduction, Volume 99, pp. 175-95. 
https://doi.org/10.1093/biolre/ioy093

Yamada,S. et al.(2014)”Human Embryology”

in Bin Wu ed., New Discoveries in Embryology

https://www.intechopen.com/chapters/49200
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Peters, H. (1899) Ueber die Einbettung des 
menschlichen Eies. Deutike, Leipzigund Wien.

S.1-5.

観察のためのヒト受精卵は、子宮摘出か死体解剖で入手
することが一般的だが、その機会は少ない。

最も初期のヒト受精卵の発見して、ミュラー液で固定し
たことを報告。

「健康診断の結果、この受精卵をもっていた人物は、近
隣住民から聞いたところによると、過去に一度出産して
おり、1895年9月1日に最後の月経があり、9月末には体
調が悪くなった。9月末に月経が来なかったことと相
まって、妊娠しているという自覚を強めたようである。
10月1日、彼女は午後1時に苛性カリを大量に服用して自
殺した。 」
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G. Leopold.(1906) Über ein sehr junges 
menschliches Ei in situ, Leipzig : S. 
Hirzel.

自殺した女性の子宮内膜が妊娠の兆候を示して
いたため探索して受精卵を発見。

Petersの発見した受精卵より小さい（若い）と
評価。

160の切片を作って状態を記述。
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Mallの最初の研究(1891)

Franklin P. Mall(1891), “A human embryo 
twenty-six days old”, Journal of 
Morphology, 5(3), 459-80.

「人工妊娠中絶」による採取

標本化→研究

Mall はCarnegie Institute of Washington, 
The Department of Embryology (1914-) の初代
代表
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The Yale embryo(1934)

服毒自殺した女性の解剖で発見

14日と見られる。
（ https://embryo.asu.edu/pages/yale-
embryo ）

カーネギーコレクションによる収集 no.6734

Jane Maienschein, Marie Glitz, Garland E. 
Allen ed.(2005) Centennial History of the 
Carnegie Institution of Washington: Volume 5, 
The Department of Embryology, Cambridge 
University Press. p.36.
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Hertigらの研究

34のヒト胚（17dayまで）

子宮摘出のために病院にきた女性から採取

HERTIG, A T, ROCK, J, ADAMS, E C, MENKIN, M 
C,(1959) "Thirty-four fertilized human ova, good, 
bad and indifferent, recovered from 210 women of 
known fertility; a study of biologic wastage in 
early human pregnancy" Pediatrics, 23(1), pp.202-
211.
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その他

Hamilton,W.J.(1949)によれば、1900年代の初期にヒト
胚の観察が行われている。その際には、子宮内膜掻爬、
卵管への注水等の手段で入手されたものもある。

受精卵は、摘出臓器の一部のように扱われ、研究対象と
されていた。

参考文献：

Lynn M.Morgan, Icons of Life:A Cultural History of 
Human Embryos, University of California Press,2009.
George L. Streeter, Developmental horizons in 
human embryos : age groups XI to XXIII, Carnegie 
Institution of Washington, 1951.
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ヒト体外受精研究

受精そのものに成功した事例報告。

“Nearly 800 human follicular eggs have 
been isolated and studied during the course 
of this investigation; of these, 138 have 
been observed after exposure to 
spermatozoa.”

Rock, J., Menkin, M., (1944), “In Vitro 
Fertilization and Cleavage of Human Ovarian 
Eggs”, Science, 100, 105–7.
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日本における体外受精研究史

由井秀樹(2016)体外受精の臨床応用と日本受精
着床学会の設立 『科学史研究』(278) ,pp.118-
132 

由井秀樹(2018)［科学史入門］体外受精−胚移
植の導入と日本の不妊医療研究『科学史研究』
(287),pp. 222-225 

森崇英『生殖の生命倫理学ー科学と倫理の止揚
を求めてー』（永井書店、2005年）
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林 基之（1913－1977）

東京帝国大学の医学部を卒業した産婦人科学の
専門家であり、1948年からの東大講師を経て、
その後1957年から東邦大学助教授、教授。

単著書

『日本産婦人科全書 第17巻 第1 (妊娠の生理
第1) 妊娠成立の機序 人胎生学』(金原出版、
1964年)

『妊娠の成立機序』（中外医学社（中外医学双
書） 1967年）

1961年に体外授精の実施を報告（由井(2016)）
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「又更に徹底した人工卵管の考え方として，体
外受精を行った卵を着床可能な時期迄培養し，
子宮腔に入れてやる方法の可能性を探究する為
に，ひと卵胞卵をとり，夫精子による体外受精
を行ってその分裂の状態を観察した結果,100個
中12個の2分割卵，1個の8分割卵及び1個の32分
割以上桑実期に近いと思われる卵を得た．」
(p.140)

林基之他(1962)「妊娠成立機序に関する研究(其
の1)」『日本産科婦人科學會雜誌』
14(8) ,pp.139-40.
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「ひと卵胞卵に対する体外受精を行い,121実験
卵中2細胞卵15，3細胞卵1，8細胞卵1，桑実期卵
1，異常分割卵1の計19個（15.7％）の分割卵を
得た．」(p.197)

林基之他(1963)「妊娠成立機序に関する研究(其
の2)」15(9),pp.197-8.
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「実験材料は、卵管閉塞による不妊症患者を主とし
て、子宮筋腫、妊娠、子宮頸癌その他の産婦人科患
者75例の膣式あるいは腹式手術時に、卵巣から穿刺
法により卵胞卵を採取し、実験に供した。・・・

培養開始後、即時、１日後、２日後あるいは３日後
に新鮮なヒト精液を用手法で採取し、これを培養液
内に添加する。」(p5,6.)

「発育卵14卵を培養し、9卵に極体形成をみとめ、
その中で2卵は培養後第4日、4卵は第2日、2卵は第3
日、1卵は第5日において極体を形成した」(p.7)

林基之(1964)「ヒトの初期発生」『産婦人科の世
界』16(2)pp.5-16.
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観察対象の「変化」に伴う観察の意
味の変化

ヒト胚は培養可能になり、体外受精胚を育てる
ことが可能になった。

それとともに、ヒト胚が、単なる「摘出臓器」
ではありえなくなっていく。

観察対象の道徳的地位に応じて変化する観察の
倫理の問題。
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観察主体と観察対象の相互作用

観察主体が観察手段のための新たな方法を獲得
することによって、観察対象の意味が変わる。

配偶子とヒト胚の培養方法が確立することで、
ヒト胚という観察対象が新たな方法で得られて、
その対象に対する意味づけが変化した。
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ヒト胚モデル問題

human embryo models, or 
"embryoids,""blastoids," "gastruloids," 
simbryos," "SHEEFs" ("synthetic humanentities
with embryo-like features"), or "SHELEs" 
("synthetic humanembryo-like entities")

Henry T. Greely, The 14-Day Embryo Rule: A 
Modest Proposal, 22 Hous. J. HEALTH L. &POL'y
147 (2022). 

ヒト胚と同等であることが証明されていない対象の
観察はどのようなものであるか。
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本報告は、文部科学省科学研究費補助金基盤(C)
「生命を資源化する社会：日本におけるヒト胚
研究の展開」 22K00279の成果の一部です。

本報告は「ヒト受精卵研究の倫理問題化の歴史
を考える」日本科学史学会第69回年会(2022年5
月28日)と一部重複します。
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